
 

（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

 

Ⅰ現状 

  半田市では、過去に昭和南海地震（昭和１９年）などの地震災害や、伊勢湾台風（昭和３４

年）、東海豪雨（平成１２年）をはじめとする風水害での自然災害で大きな被害が発生しまし

た。近年は、気候変動の影響に伴い局地的豪雨の頻発や南海トラフ全域で大地震が起きるリス

クが高まっています。半田市の南海トラフ地震における被害想定は、最大震度６強、最高津波

高３.６mの規模で全壊棟数約１,５００棟、死者約１００人です。 

 

（１）地域の災害リスク 

【高潮】 

  半田市は、その地形特性から、沿岸の湾奥部での台風等の高潮による影響が大きく、昭和３

４年の伊勢湾台風では甚大な高潮被害を受けました。その復興事業として、海岸堤防等が整備

され、現在まで高潮水害から市民の生命・財産の防護に寄与しています。 

  一方、近年、国内では洪水のほか高潮等により、想定を超える浸水被害が発生し、今後も発

生する可能性があることから、想定し得る最大規模の洪水、高潮に対する危機管理・避難警戒

体制等の充実・強化を図るため、平成２７年５月に水防法が改正されました。改正法では、想

定し得る最大規模の高潮について浸水想定区域図を公表するとともに、高潮特別警戒水位を設

定し、水位を周知する制度が創設されました。 

  愛知県が令和３年に公表した三河湾・伊勢湾沿岸の高潮浸水想定区域図で半田市は、浸水面

積１,６１８ha、最大浸水深５.７m、場所によっては１週間以上の浸水継続が想定されていま

す。 

  なお、今回の想定では、既往最大規模の台風として中心気圧を室戸台風級とし、上陸時の気

圧（９１０hPa）を保持したまま、伊勢湾台風級の移動速度（７３㎞/h）で、各海岸で潮位偏

差が最大となる経路を通過する場合を想定しています。また、高潮時の河川における洪水の流

下を考慮し、海岸線だけでなく河川においても高潮の影響を受けて水位が高くなっている状況

での氾濫を想定するとともに、堤防等の全ての防護施設は、外力が設計条件に達した段階で決

壊することを基本とするなど、最悪の事態を想定しています。 

※本文は愛知県ＨＰ掲載「解説書（愛知県高潮浸水想定）」より一部抜粋・引用 

■高潮ハザードマップ （出典：半田市水災害ハザードマップ）                 

   



 

【洪水】 

  東海豪雨を契機に市による洪水ハザードマップの作成支援のため、愛知県は水防法で指定さ

れた河川（洪水予報河川、水位周知河川）の「洪水浸水想定区域図」のほか、水防法の指定区

間外（上流部や支川）についても浸水リスク情報として「浸水予想図」を提供しています。半

田市に影響を及ぼす河川は、水防法で指定された河川の阿久比川・十ヶ川、水防法の指定区間

外（上流部や支川）の、神戸川、稗田川、石川（武豊町）、須賀川（東浦町）になります。 

  なお、想定し得る最大規模の降雨による浸水を表示した「浸水予想図」は、水防法指定区間

外や支川からの氾濫も含まれることから、「洪水浸水想定区域図」よりも浸水範囲が広がりま

す。 

 ※本文は愛知県ＨＰ「愛知県 浸水予想図」より一部抜粋・引用。 

■洪水ハザードマップ （出典：半田市水災害ハザードマップ） 

 0 
【地震津波】 

  半田市は、南海トラフ地震防災対策推進地域指定市町村に該当し、南海トラフ全域で３０年

以内にマグニチュード８以上の地震が起きる確率は、７０％～８０％程度と予測されていま

す。 

  平成２６年５月に愛知県が発表した愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測調査

結果の「過去地震最大モデル」によれば、半田市の最大震度は６強と想定されています。「理論

上最大想定モデル」では、最大津波高は３.６m、津波高３０㎝の最短到達時間は６４分、浸水

深１㎝以上の浸水面積は６８８ha と想定されており、また、沿岸部を中心に液状化と、北東部

の急傾斜地を中心にがけ崩れが想定されています。 

  なお、半田市の地震対策としては、愛知県公表の二つのモデルの内、発生が危惧される「過

去地震最大モデル」を対策の柱に据えていますが、津波への対処については、東日本大震災の

教訓を踏まえ、「理論上最大想定モデル」を考慮しています。 

※本文は愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測調査(緑本)より一部抜粋・引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■津波ハザードマップ （出典：半田市水災害ハザードマップ） 

 
【感染症等】 

  新型コロナウイルス感染症を始めとする感染症は、罹患すると重症化するおそれがあり、世

界的な蔓延により経済活動に大きな影響を及ぼすことに懸念されています。 

 

（２）商工業者の状況 

・商工業者数   ４,３０４件 

・小規模事業者数 ３,１３８件 

【内訳】 

産業分類 商工業者数 小規模事業者数 

農業、林業 １６ １４ 

建設業 ４４０ ４２１ 

製造業 ５０６ ３７９ 

電気・ガス・熱供給・水道業 ６ ２ 

情報通信業 １９ １３ 

運輸業、郵便業 １３２ ９３ 

卸売業、小売業 １,１４８ ６９７ 

金融業、保険業 ９１ ７７ 

不動産業、物品賃貸業 ２３７ ２１６ 

学術研究、専門・技術サービス業 １９１ １５２ 

宿泊業、飲食サービス業 ６４５ ３９４ 

生活関連サービス業、娯楽業 ４１３ ３４９ 

教育、学習支援業 １７３ １３７ 

医療、福祉 １０２ ８９ 

複合サービス事業 １３ ９ 

サービス業 １７２ ９６ 

（平成２８年経済センサス活動調査より） 

 

（３）これまでの取り組み 

  ①半田市の取り組み 

・地下免震構造による耐震性を備えた市役所庁舎への建替え 

・公共施設（建物）・堤防・護岸・ため池の耐震化 



 

・耐震性貯水槽・消火栓・震災用可搬式小型ポンプの整備 

・防災行政無線屋外拡声スピーカーの整備 

・災害用備蓄物資の配備強化 

・自主防災組織体制の強化支援や避難所運営委員会の立ち上げ支援 

・はんだ地震防災憲章の制定 

・被災時に早期給水を必要とする各避難所等の重要給水施設ルート（水道管）の耐震化（令

和５年度完成予定） 

・津波・高潮・浸水のリスクの低い高台への半田病院の移転（令和７年春頃完成予定） 

・半田市防災広場（拠点防災倉庫と災害時用ヘリポート）の整備（令和７年春頃完成予定） 

・ハザードマップの作成（令和３年度水災害ハザードマップ完成） 

・住民に対する家具転倒防止器具取付促進 

・住民に対する感震ブレーカー設置促進 

・河川・水路改修による雨水排水対策 

 

②半田商工会議所の取り組み 

・東京海上日動火災保険株式会社半田支社と連携し、ＢＣＰ対策セミナー（ワークショップ

含む）を実施、事前計画の必要性を説明 

・企業防災に関するアンケート実施 

・名古屋大学減災連携研究センター（減災館）、東海市地域防災センターの見学 

・商工会議所災害対策マニュアルの作成周知 

・愛知県の講師派遣により地震防災対策セミナー、被災体験事業所を講師の企業防災セミナー 

・新型コロナウイルス感染症対策事業の実施 

（影響調査の実施、融資の利息優遇の支援、国県市の施策支援の補助、個別相談会の実

施、新型コロナウイルスワクチン職域接種の実施） 

・防災備品（水、非常食、ヘルメット等）を備蓄 

 

Ⅱ課題 

・小規模事業者の防災に対する意識は必ずしも高くなく、当所で実施しました「企業防災に

関するアンケート」（令和４年４月）では、小規模模事業者のＢＣＰ策定率は約３％であ

り、被害時に有効とされる事前対策（情報収集手段、連絡手段、備蓄、マニュアル作成）

が不十分な状況であります。 

・防災対策に欠かせない保険・共済に対する適切な助言を行える経営指導員等の職員が不足

しており研修が必要であります。 

・新型ウイルス感染症の感染拡大により、事業者は一斉休業や営業停止に追い込まれる事態

も想定され、こうした感染症リスクに対応した支援体制を構築する必要があります。 

・当所としてＢＣＰ作成が未着手のため、災害・感染症発生時の緊急時に事業継続するため

の具体的な計画がありません。 

 

Ⅲ目標 

①地区内小規模事業者に対して災害リスクを認識させ、事前対策の必要性を周知します。

（目標件数） 

・事業継続力強化支援に係る巡回指導件数 年：２０件 

・事業者ＢＣＰ策定セミナーの開催回数  年：１回 

・事業者ＢＣＰ策定支援事業者数     年：５事業者 

・事業者ＢＣＰ策定事業者数       年：２事業者 

②事業者ＢＣＰに関する行政の施策の周知を図ります。 

③発生時における連絡体制を円滑に行うため、半田市と当所との間における被害情報報告

ルートを構築します。 

④発災後速やかに復興支援が行えるよう、また地区内において感染症発生時には速やかに拡

大防止措置が行えるよう、組織内における体制、関係機関との連携体制を平時から構築し



 

ます。 

⑤リスクに対応した保険・共済をテーマにした経営指導員研修を行うと共に、リスクに対応

した保険・共済の加入推進を図ります。 

   各種保険・共済制度への加入件数 年：３件 

⑥当所として、災害・感染症発生等の緊急時に事業を継続するため、速やかに事業継続計画

を策定する。 

 

※その他 

・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに愛知県へ報告します。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

 

（１） 事業継続力強化支援事業の実施期間（令和４年１１月１日～令和９年１０月３１日） 

 

（２） 事業継続力強化支援事業の内容 

   ・半田市と当所の役割分担、体制を整理するとともに、連携して以下の事業を実施します。 

＜１．事前の対策＞ 

１）小規模事業者に対する災害リスクの周知 

・巡回経営指導時に、災害マップ等を用いながら、事業所立地場所の自然災害等のリス

ク及びその影響を軽減するための取り組みや対策（事業休業への備え、水災補償等の

損害保険・共済加入、行政の支援策の活用等）について説明します。 

・会報や市報、ホームページ等において、国の施策の紹介や、リスク対策の必要性、リ

スクに対応した保険・共済等の概要、事業者ＢＣＰに積極的に取り組む小規模事業者

の紹介等を行います。 

・小規模事業者に対し、事業者ＢＣＰ（即時に取り組み可能な簡易的なものを含む）の

策定による実効性のある取り組みの推進や、効果的な訓練等について指導及び助言を

行います。 

・事業継続の取り組みに関する専門家を招き、小規模事業者に対する普及啓発セミナー

や行政の施策の紹介、損害保険の紹介等を実施します。 

・新型ウイルス感染症は、いつでもどこでも罹患する可能性があり、感染の状況も日々

変化するため、事業者には常に最新の正しい情報を入手し、誤った情報に惑わされる

ことなく、冷静に対応することを周知します。 

・新型ウイルス感染症対策は、業種別ガイドラインに基づき行うように事業者へ周知す

るとともに、必要な支援策を実施します。 

・事業者に対し、マスクや消毒液等を一定量備蓄するよう働きかけ、オフィス内の換気

設備の設置、ＩＴやテレワーク環境の整備するための情報提供や支援策等を実施しま

す。 

 

２）当所自身の事業継続計画の作成 

・当所は、令和５年１０月３１日までに事業継続計画を作成。 

 

３）関係団体等との連携 

・保険会社や金融機関との連携による事業者ＢＣＰ策定セミナーを開催して事業者ＢＣ

Ｐ策定を着手するとともに計画策定へのきっかけづくりに取り組みます。併せて事業

者ＢＣＰ策定支援や保険・共済の助言ができる経営指導員等職員の育成に取り組みま

す。 

・当所は医療支援機関と連携し、ヘルスケアの相談窓口の設置により、感染症対策、職

域におけるヘルスケア等の情報提供をします。 

・関係機関への普及啓発ポスター掲示依頼、セミナー等の共催をします。 

 

４）小規模事業者へのフォローアップ 

・小規模事業者の事業者ＢＣＰ等取り組み状況を最低年 1回、把握確認します。 

・（仮称）半田市事業継続力強化支援協議会（構成員：半田市・当所）を年に１回以上

開催し、事業継続力強化支援事業についての具体的な実施内容、実施状況確認や改善

点等について必要に応じて協議をします。 

 

５）当該計画に係る訓練の実施 

・自然災害が発生した場合に備え、半田市との連絡ルートの確認を行います（訓練は必

要に応じて実施します）。 

 



 

＜２．発災後の対策＞ 

・自然災害等の発災時には、人命救助が第一とした上で、以下の手順で地区内の被害状

況を把握し、関係機関へ連絡をします。 

 

１）応急対策の実施可否の確認 

・発災後６時間以内を目途に職員の安否確認、業務従事の可否、被害状況、通勤時の道

路の状況の確認を行います。これらの情報をもとに応急対策の実施の手順を判断しま

す（建物の安全確認を前提とします）。 

・新型ウイルス感染症の場合、職員の体調確認を行うとともに、事務所内の消毒、職員

の手洗い・うがい等の徹底を行います。 

・感染症の流行や新型インフルエンザ等対策特別措置法第３２条に基づき、政府による

「緊急事態宣言」が出た場合は、半田市における感染症対策本部設置に基づき当所に

おいても速やかに応急対策の実施を検討します。 

 

２）応急対策の方針決定 

・半田市と当所は、被害状況や被害規模の情報を共有するとともに、これらの状況に応

じて実施する応急対策の協議を行い、方針を決定します。想定する応急対策の内容は

概ね次の判断基準とします。 

・被害規模の目安と想定する応急対策の内容 

被害規模 被害の状況 想定する応急対策 

 

大規模な

被害があ

る 

 

・地区内１０％程度の事業所で、「瓦が飛

ぶ」、「窓ガラスが割れる」等、比較的

軽微な被害が発生している。 

・地区内１％程度の事業所で、「床上浸

水」、「建物の全壊・半壊」等、大きな

被害が発生している。 

・被害が見込まれる地域において連絡が

取れない、もしくは、交通網が遮断さ

れており、確認ができない。 

 

① 緊急相談窓口の設置・

相談業務 

② 被害状況調査・経営課

題の把握 

③ 復興支援策を活用する

ための支援業務 

 

被害があ

る 

 

・地区内１％程度の事業所で、「瓦が飛

ぶ」、「窓ガラスが割れる」等、比較的

軽微な発生している。 

・地区内０．１％程度の事業所で、「床上

浸水」、「建物の全壊・半壊」等、大き

な被害が発生している。 

 

① 緊急相談窓口の設置・

相談業務 

② 被害状況調査・経営課

題の把握 

 

ほぼ被害

はない 

 

・目立った被害の情報がない。 

 

特に行わない 

※なお、連絡が取れない区域については、大規模な被害が生じているものと考えます。 

・連絡体制が取れないほどの重度で大規模な被害の場合は、段階的に情報を共有しま

す。 

 

 

 

 

 



 

 

・本計画により、半田市と当所は以下の間隔で被害情報等を共有します。 

発災後～１週間 １日に２回共有する 

２週間～３週間 ２日に１回共有する 

４週間～２ケ月 ３日に１回共有する 

２ケ月以降  １週間に１回共有する 

 

・半田市の「半田市新型インフルエンザ等対策行動計画」を踏まえ、必要な情報の把握

と発信を行うとともに、交代勤務を導入する等体制維持に向けた対策を実施します。 

 

＜３．発災時における指示命令系統・連絡体制＞ 

１）半田市と当所は自然災害等発災時に、地区内の小規模事業者の被害情報の迅速な報告

及び指揮命令を円滑に行うことができる仕組みを構築します。 

２）二次被害を防止するため、被災地域での活動を行うことについて、事前に基準を定め

発災時に決定できる対応を構築します。 

３）半田市と当所は事前に被害状況の区分や確認方法について確認します。 

４）半田市と当所は共有した情報を、愛知県の指定する方法にて、以下の連絡ルートにて

速やかに報告します。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜４．応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援＞ 

１）当所は、小規模事業者等へのアンケート・ヒアリングなどで被害状況を把握します。 

２）相談窓口の開設方法について、半田市と相談します（当所は、国の依頼を受けた場合

は、特別相談窓口を設置します）。 

３）安全性が確認された場所において、相談窓口を設置します。 

４）相談窓口等を通して小規模事業者等の被害状況の詳細を確認します。 

５）応急時に有効な被災事業者施策について、小規模事業者等へ周知します。 

６）感染症の場合、事業活動に影響を受ける、またはその恐れがある小規模事業者を対象

とした支援策や相談窓口の開設等を行います。 

 

＜５．地区内小規模事業者に対する復興支援＞ 

・愛知県・半田市の方針に従って、復旧・復興支援の方針を決め、小規模事業者に対し

支援を行います。 

・地区内の被害規模が大きく被災地の職員だけでは対応が困難な場合には、他の地域か

らの応援派遣等を愛知県等に相談します。 

 発災時における連絡ルート 

 

愛知県 中部経済産業局 

半田市 愛知県商工会議所連合会 

半田商工会議所 



 

 

※その他 

  ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに愛知県へ報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和４年７月現在） 

 

（１） 実施体制（商工会又は商工会議所の事業継続力強化支援事業実施に係る体制／関係市町村

の事業継続力強化支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体

制／経営指導員の関与体制等） 

 

 

     半田商工会議所   

       

      事務局長  

 

                                     半田市 

   法定経営指導員  ４名     連携   半田市          総務部 

   経営指導員    １名          市民経済部        防災安全課 

   補助員      ２名    連絡調整  産業課             

   記帳指導員    ３名                       半田市 

   一般職員     ５名                       福祉部 

                                     健康課 

 

  
 

（２）商工会及び当所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営指導

員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

経営指導員 竹内稔晴、竹内圭志、中満信宏 （連絡先は後述（３）①参照） 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度等） 

以下に関する必要な情報の提供及び助言等を行います。 

・本計画の具体的な取り組みの企画や実行 

・本計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（１年に１回以上） 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①半田商工会議所 

〒４７５-０８７４ 半田市銀座本町１-１-１ 

TEL ０５６９-２１-０３１１ ／ FAX ０５６９-２３-４１８１ 

E-mail：info@handa-cci.or.jp 

 

②半田市 市民経済部 産業課  

〒４７５-８６６６ 半田市東洋町２-１ 

TEL ０５６９-２１-３１１１ ／ FAX ０５６９-２５-３２５５ 

E-mail：sangyo@city.handa.lg.jp 



 

（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                     （単位 千円） 

 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

必要な資金の額 １５０ １５０ １５０ １５０ １５０ 

 
セミナー開催費 

パンフ、チラシ作成費 

   ５０ 

   １００ 

   ５０ 

   １００ 

   ５０ 

   １００ 

   ５０ 

   １００ 

   ５０ 

   １００ 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

会費収入、事業収入、愛知県補助金（小規模事業経営支援事業費補助金等） 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

 



 

（別表４） 

 事業継続力強化支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携

して事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

【損害保険会社】 

東京海上日動火災保険株式会社半田支社 支社長 渡邊敬倫 氏 半田市星崎町３-３９-８０ 

 

【金融機関】 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行半田支店    支店長 林 義人 氏 半田市広小路町１５５-３ 

株式会社大垣共立銀行半田支店     支店長 平野正樹 氏 半田市出口町１-５５-４ 

株式会社十六銀行半田支店       支店長 加茂賢ニ 氏 半田市昭和町２-１１ 

株式会社愛知銀行半田支店       支店長 松﨑年宏 氏 半田市銀座本町３-１０ 

株式会社名古屋銀行半田支店      支店長 水野秀樹 氏 半田市御幸町６ 

株式会社中京銀行半田支店       支店長 吉田 恭 氏 半田市広小路町１５４-１１ 

岡崎信用金庫半田支店         支店長 石川真一 氏 半田市柊町１-２１０-１３ 

半田信用金庫             理事長 古田明典 氏 半田市御幸町８ 

知多信用金庫             理事長 間瀬朱実 氏 半田市星崎町３-３９-１０ 

碧海信用金庫乙川支店         支店長 佐藤 潤 氏 半田市飯森町１８-２ 

碧海信用金庫半田支店         支店長 山田祐史 氏 半田市昭和町２-１２-１ 

西尾信用金庫成岩支店         支店長 深津英紀 氏 半田市青山１-５-１ 

西尾信用金庫半田支店         支店長 山﨑淳詞 氏 半田市岩滑中町４-１４８-２ 

西尾信用金庫亀崎支店         支店長 谷﨑資明 氏 半田市亀崎町９-１４ 

あいち知多農業協同組合半田支店    支店長 柿田 誉 氏 半田市宮路町２１５-２ 

 

【医療支援機関】 

一般社団法人半田市医師会         会長 竹内一浩 氏 半田市雁宿町１-５４-８ 

一般社団法人半田市医師会健康管理センター 所長 新海 眞 氏 半田市神田町１-１ 

知多地域産業保健センター      センター長 竹内一浩 氏 半田市神田町１-１ 

 

連携して実施する事業の内容 

１．小規模事業者に対する災害リスク・事業者ＢＣＰの周知 

２．事業者ＢＣＰ策定セミナー開催の周知 

３．事業者ＢＣＰ策定支援 

４．感染症対策、職域におけるヘルスケア等の周知 

 

連携して事業を実施する者の役割 

１．半田市、半田商工会議所、損害保険会社、金融機関による小規模事業者の事業所へのハザード

情報の提供、リスクファイナンスとして保険の活用、見直し相談等 

※小規模事業者に対する事前のリスク対策並びに被災に伴う資金繰悪化防止及び事業再建資金

の調達。 

 

２．損害保険会社によるセミナー講師派遣、半田商工会議所、損害保険会社、金融機関によるセミ

ナー開催の周知 

※小規模事業者が自然災害リスクに関する知識向上が図られ、事前対策への意識が高まるとと

もに、小規模事業者に役立つ施策等の最新情報の提供。 

 

 



 

３．半田商工会議所、損害保険会社、金融機関により小規模事業者の事業者ＢＣＰ策定支援として

事業者ＢＣＰ策定ツールの提供、指導及び助言に取り組む 

 

４．半田商工会議所、医療支援機関による小規模事業者の事業所へ感染症対策、職域におけるヘル

スケア等の情報提供 

※小規模事業者が感染症のリスク、健康に関する知識向上が図られ、事前対策への意識が高ま

るとともに、小規模事業者に役立つ施策等の最新情報の提供。 

 

 

連携体制図等 

  

  

 

 

   

      相談 

小           半田商工会議所       半田市 

 規    支援             

 模                  連携 

 事                  ＢＣＰ策定セミナーの開催 

 業                  損害保険等の相談 

 者                  災害リスク等のハザード情報の提供 

                    ヘルスケア等の情報の提供 

              

連携支援機関 

            損害保険会社 

            金融機関 

            医療支援機関 

 

 

  
 

 

 


